
急施工事等の範囲及び契約事務取扱要綱 

 

（昭和39年９月28日局長決） 

（最近改正 平成23年３月30日管財調達担当課長決） 

 緊急施行を要するもので、その全部又は一部を直営施行することが困難なため、事後設計により請負施行

とすることができるものの範囲及び契約事務取扱は、次に掲げるところによるものとする。 

１ 緊急の必要により競争入札に付することができない場合において随意契約を締結することができる範囲

は、次に掲げるもので局長が特に必要と認めるものとする。 

 (1) 鉄管破裂、漏水事故その他給水の確保のため必要とするもの。 

 (2) 道路管理者等から特に緊急施行の要請があるもの。 

 (3) 用地買収に伴う測量。 

(4) 災害時における対応のため、緊急に発注する必要があるもの。 

２ 前項の場合における契約事務取扱は、次のとおりとする。 

 (1) 前項第１号の場合においては、業者の選定及び請負施行の区分を管財課長と協議しなければならない。

ただし、勤務時間外における突発事故で管財課長と協議する暇のない場合は、主管部長は、その状況を

判断して業者の選定及び請負施行の区分を定めることができる。 

 (2) 前号の場合において主管課は速やかに管財課長を経て局長の決裁を受けなければならない。 

 (3) 前項第２号から第４号の場合においては、その理由を明確かつ具体的に示し、事前に管財課長を経て

局長の決裁を受けなければならない。 

 (4) 第２号及び第３号の規定による決裁は、急施工事等の実施案と事業案を兼ねたものとみなす。 

３ 第２項の規定により、工事等を行った場合において、主管課は速やかに管財課長に対し、請負請求を行

わなければならない。 

 

   附 則 

 この要綱は、平成14年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成16年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成18年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成23年３月17日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成23年４月１日から施行する。 

 


